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聖籠町告示第１９号 

聖籠町小中学生相互交流派遣事業補助金交付要綱を次のように定める。 

  平成２８年３月２２日 

                      聖籠町長 渡邊 廣吉 

聖籠町小中学生相互交流派遣事業補助金交付要綱 

（趣旨） 

第１条 この告示は、町内在住の小学生及び中学生が海外の文化、歴史

及び生活環境等に触れることにより、町の将来を担う人材の育成及び

国際交流の推進を図るため、町が実施する中国黒龍江省ハルビン市児

童・生徒相互交流事業（以下「交流事業」という。）に参加する者が

負担すべき経費の一部を補助することについて、聖籠町補助金等交付

規則（平成２３年聖籠町規則第３３号。）に定めるもののほか、必要

な事項を定めるものとする。 

（交付対象者） 

第２条 補助金の交付対象となる者は、町内に住所を有する小学生及び

中学生のうち、聖籠町が作成する派遣計画に定める者の保護者(親権を

行う者又は後見人をいう。)とする。 

（交付対象及び交付基準） 

第３条 補助金の交付対象となる経費は、予算の範囲内で別表に定める

区分ごとに算出した額を限度とする。 

２ 前項の規定による補助金のほか、ハルビン市との協議により、交流

事業参加者が負担する必要が生じた経費であって、町長が必要と認め

る経費については、予算の範囲内で別途補助することができる。 

３ 前２項の補助金の額に千円未満の端数が生じた場合は、これを切り

捨てる。 

（補助金の申請） 

第４条 交流事業に参加する者（以下「参加者」という。）の保護者

（以下「保護者」という。）は、補助金の交付を受けるにあたり、聖

籠町小中学生相互交流海外派遣事業補助金交付申請書（別記様式第１
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号）に次の書類を添えて、町長に対し、別に定める期日までに申請し

なければならない。 

（１） 費用額内訳書 

（２） 旅行代金見積書 

（３） 訪問日程表 

（４） その他町長が必要と認める書類 

（決定の通知）  

第５条 町長は、前項の規定による申請書の提出があったときは、聖籠

町小中学生相互交流海外派遣事業補助金交付決定通知書（別記様式第２

号）により、その決定の内容及びこれに条件を付したときはその条件

を、交付しない旨の決定をした場合は、聖籠町小中学生相互交流海外

派遣事業補助金交付否認通知書（別記様式第３号）により、その旨及

び理由を速やかに補助金の交付の申請をした者に通知しなければなら

ない。  

２ 補助金の交付について、町長が必要と認める場合にはその全部又は

一部を概算払いすることができる。 

（事情変更による決定の取消し等）  

第６条 町長は、補助金の交付の決定をした場合において、次の各号の

いずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部若しくは一部

を取り消すことができる。  

（１） 保護者が、交流事業に要する経費のうち補助金によって賄わ

れる部分以外の部分を負担することができない場合  

（２） 参加者が、交流事業の全部若しくは一部の行程に参加するこ

とができなくなった場合  

２ 保護者は、前項の規定による措置によって損害を受けることがあっ

ても、町長に対してその損害の賠償を請求しないものとする。  

３ 第５条の規定は、第１項の取消し又は変更をした場合について準用

する。 

（申請内容の変更）  
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第７条 保護者は、第４条に規定する申請書の内容に変更が生じたとき

は、速やかに聖籠町小中学生相互交流海外派遣事業補助金変更交付申

請書（別記様式第４号）にその内容を説明する書類を添えて、町長に

申請し、その承認を得なければならない。  

２ 町長は、第１項の規定による変更を承認するときは、当該保護者に

係る補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件を変更し、聖籠

町小中学生相互交流海外派遣事業補助金変更交付決定通知書（別記様

式第５号）を申請者に通知しなければならない。  

３ 町長は、第１項の規定による変更を承認しないときは、聖籠町小中

学生相互交流海外派遣事業補助金変更否認通知書（別記様式第６号）

を保護者に通知しなければならない。  

（実績報告）  

第８条 保護者は、参加者が交流事業を完了したときは、聖籠町小中学

生相互交流海外派遣事業実績報告書（別記様式第７号）に次の書類を

添えて、町長に対し、その定める期日までに提出しなければならな

い。  

（１） 旅行代金の領収書 

（２） 訪問日程表（実績） 

（３） 参加者の感想文 

（４） その他町長が必要と認める書類 

２ 町長は前項に定める書類のほか、必要がある場合は関係書類の提出

を命ずることができる。  

（補助金等の額の確定）  

第９条 町長は、前条の規定による実績報告書の提出があった場合にお

いては、交付すべき補助金の額を確定し、聖籠町小中学生相互交流海

外派遣事業補助金の額の確定通知書（別記様式第８号）を保護者に通

知しなければならない。  

（決定の取消し）  

第１０条 町長は、参加者が次の各号のいずれかに該当する場合におい
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ては、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。  

（１） 第４条、第７条第１項及び第８条の規定による提出書類に虚

偽又は不正の記載があったとき。  

（２） 前各号に掲げるもののほか、この告示の規定に基づく町長の

指示又は補助金の交付の決定の内容若しくはこれに付した条件

に違反したとき。  

２ 前項の規定は、交流事業について交付すべき補助金の額の確定があ

った後においても適用があるものとする。  

３ 第５条の規定は、第１項の規定による取消しをした場合について準

用する。  

（補助金等の返還命令）  

第１１条 町長は、補助金の交付の決定を取り消した場合において、交

流事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されている

ときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。  

２ 町長は、保護者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、

既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めて、

その返還を命ずるものとする。  

（その他） 

第１２条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定

める。 

附 則 

この告示は、告示の日から施行する。 

 

別表 

補助対象経費 補助率（額） 

航空運賃 ２分の１以内 

国内外おける移動旅費 ２分の１以内 

国内外における滞在費 ２分の１以内 

パスポート取得費 新潟空港整備推進協議会が定める補助金交
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付要綱に基づき、町長が同協議会に申請し、

承認を受けた額 
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別記様式第１号 

年  月  日   

 聖籠町長        様 

 

（保護者）住所              

氏名            ○印  

 

聖籠町小中学生相互交流海外派遣事業補助金交付申請書 

 

 聖籠町小中学生相互交流派遣事業補助金交付要綱第４条の規定に基づき、関

係書類を添えて下記のとおり申請します。 

 

記 

 

参
加
者 

氏名 

  男
・
女 

生年 

月日 年  月  日 

年齢（4月1日現在） 歳 

住所 
〒 

聖籠町 

電話 

番号 

 

（所持者氏名      ） 

所属

学校  

費用額 円 
補助金交付 

申請額 
円 

その他 

特記事項 

  

※補助金交付申請額は1,000円未満の端数を切り捨てて記入してください。 

添付書類 （１）費用額内訳書 

（２）旅行代金見積書 

（３）訪問日程表 

（４）その他町長が必要と認める書類 
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別記様式第２号 

聖籠町指令第    号   

年  月  日   

        様 

 

聖籠町長        ○印   

 

聖籠町小中学生相互交流海外派遣事業補助金交付決定通知書 

 

     年  月  日付けで申請のあった件について、下記のとおり決定

したので、聖籠町小中学生相互交流派遣事業補助金交付要綱第５条の規定に基

づき通知します。 

 

記 

 

 １ 交流事業参加者            様 

 

 ２ 交付決定額              円 

 

 ３ 補助金の交付条件 

 

 ４ その他(特記事項) 
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別記様式第３号 

聖籠町指令第    号   

年  月  日   

        様 

 

聖籠町長        ○印   

 

聖籠町小中学生相互交流海外派遣事業補助金交付否認通知書 

 

     年  月  日付けで申請のあった件について、下記のとおり不参

加並びに不交付と決定したので、聖籠町小中学生相互交流派遣事業補助金交付

要綱第５条の規定に基づき通知します。 

 

記 

 

 １ 不参加並びに不交付の理由 



 

-9- 

 

別記様式第４号 

年  月  日   

 聖籠町長        様 

 

（保護者）住所              

氏名            ○印  

 

聖籠町小中学生相互交流海外派遣事業補助金変更交付申請書 

 

     年  月  日付け聖籠町指令第    号で交付決定のあった事

業について、聖籠町小中学生相互交流派遣事業補助金交付要綱第７条第１項の

規定に基づき、関係書類を添えて下記のとおり申請します。 

 

記 

 

変更の内容 

及び理由 
 

費用額 変更前 円 変更後 円 

既交付 

決定額 
円 

変更交付 

申請額 

円 

円の 増・減  

その他 

特記事項 

 

※補助金交付申請額は1,000円未満の端数を切り捨てて記入してください。 

添付書類 （１）変更内容を説明する書類  

※ 変更事項ごとに、変更前と変更後が対比できるように記入

してください。 
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別記様式第５号 

聖籠町指令第    号   

年  月  日   

        様 

 

聖籠町長        ○印   

 

聖籠町小中学生相互交流派遣事業補助金変更交付決定通知書 

 

     年  月  日付けで申請のあった件について、下記のとおり決定

したので、聖籠町小中学生相互交流派遣事業補助金交付要綱第７条第２項の規

定に基づき通知します。 

 

記 

 

 １ 変更の内容 

 

 ２ 交付決定額              円 

 

 ３ 既交付決定額             円 

 

 ４ 変更交付決定額            円(      円の増・減) 

 

 ５ 補助金の交付条件 

 

 ６ その他(特記事項) 
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別記様式第６号 

聖籠町指令第    号   

年  月  日   

        様 

聖籠町長        ○印   

 

聖籠町小中学生相互交流派遣事業補助金変更否認通知書 

 

     年  月  日付けで申請のあった件について、下記理由により、

変更を否認しますので、聖籠町小中学生相互交流派遣事業補助金交付要綱第７

条第３項の規定に基づき通知します。 

 

記 

 

 １ 否認の理由 
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別記様式第７号 

年  月  日   

 聖籠町長        様 

 

（保護者）住所              

氏名            ○印  

 

聖籠町小中学生相互交流海外派遣事業実績報告書 

 

     年  月  日付け聖籠町指令第    号で交付決定のあった事

業が完了したので、聖籠町小中学生相互交流派遣事業補助金交付要綱第８条の

規定に基づき、下記のとおり実績を報告します。 

 

記 

 

参
加
者 

氏名 
  

所属学校 

 

完了年月日 年   月   日 

その他 

特記事項 
  

添付書類  

（１）旅行代金の領収書 

（２）訪問日程表（実績） 

（３）参加者の感想文 

（４）その他町長が必要と認める書類 
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別記様式第８号 

聖籠町指令第    号   

年  月  日   

        様 

聖籠町長        ○印   

 

聖籠町小中学生相互交流海外派遣事業補助金の額の確定通知書 

 

 

     年  月  日付けで報告のあった実績報告書を審査した結果、内

容を適当と認め下記のとおり補助金の額を確定したので、聖籠町小中学生相互

交流派遣事業補助金交付要綱第９条の規定に基づき通知します。 

 

記 

 

 １ 補助金確定額                  円 

 

 ２ その他(特記事項) 

 


